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施策評価調書（２５年度実績）
施策コード Ⅲ－１－（６）

政策体系
　施策名　青少年の健全育成 所管部局名 生活環境部 長期総合計画頁

少年非行防止対策や
支援活動の推進

取組№ ⑤
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　政策名　教育の再生、未来を拓く人づくりと青少年の健全育成 関係部局名 生活環境部、教育庁、警察本部

取組№ ① ② ③ ④

取組項目
福祉犯の取締りと被害少年に対する

保護活動の推進

指　　　　標
関連する
取組№

基準値 ２５年度

取組項目 青少年を育てる地域・家庭づくり 青少年や家庭への支援体制の充実
豊かな心をはぐくむ体験活動や

読書活動の推進

フィルタリングサービスその他の方法により
携帯電話等によるインターネット利用を監督
している保護者の割合（小・中・高）(％)

① H22 62.5 92.5 100

２６年度 ２７年度 目標達成度（％）

年度 基準値 目標値 目標値

公立図書館における中学生以下の子ども1人
あたりの児童書貸出冊数(冊/年)

③ H16 7.2 13.7 14.6

青少年自立支援センターの活用（相談件数）(件/年) ② H21 1,120 1,150 1,200

評価 理　　　　由　　　　等 平均評価

概ね
達成

　スマートフォンが急速に普及し無料通信アプリ（ＬＩＮＥ等）の利用が拡大する中、知事部局（青少年関係団体によるインターネット出前講座）、教育委
員会（ネット安全教育推進事業）、警察本部（インターネット安全教育）の３者でネット社会を踏まえた対応の強化に取り組んだ結果、フィルタリングサー
ビスの利用や携帯利用についての家庭内でのルール作りによる保護者によるインターネット利用の監視割合が増加し、目標値を概ね達成することが
できた。

達成達成
　平成23年度から地域相談窓口を設置し、広域的な支援を行っている。広報の強化等により相談件数は増加した。26年度は、3機関（青少年自立支
援センター、児童アフターケアセンターおおいた、おおいた地域若者サポートステーション）の相談窓口を1か所に集約してワンストップ化を実現させ、
新たに「おおいた青少年総合相談所」を開設する。より信頼される相談窓口を目指すことにより、一層の新規相談獲得につなげたい。

概ね
達成

　県立図書館スクールサービスデイ（休館日を利用した調べ学習体験）の取組とその普及をとおして、公立図書館における調べ学習支援機能の強化
や、県立図書館から市町村立図書館への図書の貸出等の促進に努めた。このような取組に加えて、新たに開館した大分市民図書館の効果もあり、
県全体で約147,000冊の貸出増となったことから、九州平均を目指した目標値を概ね達成することができた。



【Ⅳ．指標以外の観点からの評価】 【Ⅴ．施策を構成する主要事業】
取組
№

取組
№

①

【Ⅵ．施策に対する意見・提言】

【Ⅶ．総合評価と今後の施策展開について】

指標以外の観点からの評価 事業名（２５年度事業）
事業コスト

（千円）
２６年度の
実施状況

主要な施策の
成果掲載頁

①
・県庁舎でのあいさつ運動の定例化、大分教育の日推進大会で
のあいさつ運動、ガレリア竹町他4箇所での挨拶運動等、新たな
啓発に取り組み、県民への浸透を図った。

地域「協育力」向上支援事業 65,971 継続 244

②
青少年自立支援センター運営事業 23,650 継続 108

いじめ･不登校解決支援事業 140,411 継続 240

③

・「大分県少年の船運航事業」は、毎年研修内容の見直しを実施
することで、体験活動に対する関心や研修後の評価が高まって
おり、応募者が堅調に推移している。
・また、少年の船に乗船した団員が、中学生、高校生、大人の
リーダーへと成長し、県内の地域や団体で活躍する人材となって
いる。
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おおいた子ども読書活動推進事業 10,829 継続 248②
・青少年自立支援センターの統括責任者による地域への広報活
動並びに、地域相談窓口の設置継続により、新規相談者の一層
の掘り起こしが図れた。

③
大分県少年の船運航事業 54,570 継続

○第４回「安心・活力・発展プラン２００５」推進委員会（H25.7）
　　・若者の内向化が気になる。ネットなどの普及によるものか、子どもが人とふれあうこ
　　　とが少なくなってきている。

総合評価 施策展開の具体的内容

Ａ

・「青少年の健全な育成に関する条例」を改正し、青少年が有害サイト閲覧により犯罪に巻き込まれることのないようフィルタリングサービスの利用促進を保護者
に対する責務とするなどの対策を行っいるたが、社会情勢の変化に対応し取組をより実効あるものとするために、関係機関と連携しインターネット安全教育等を
通して「携帯電話・スマートフォンを利用する場合の家庭内ルール作り」について引き続き保護者への働きかけを行う。
・平成26年6月に、これまで点在していた青少年自立支援センターその他の3機関の相談窓口を1か所に集約するとともに、総合相談窓口として「おおいた青少年
総合相談所」を開設し、県民の利便性確保と効果的な相談実施を図る。また、関係機関のネットワークづくりに継続して取り組み、「子ども・若者支援地域協議
会」の調整機能をはじめ、青少年自立支援センターの事業の拡充を図る。
・「大人が変われば子どもも変わる」県民運動の趣旨を浸透させるため、大分県青少年育成県民会議加盟団体等への働きかけを強化し、部門毎の活動を活発に
する。
・公立図書館による学校図書館の支援機能を強化し、目標値達成に向け、図書館利用のさらなる促進を図る。

④

・少年警察ボランティアやフレンドリーサポート等の取組の他、地
域での自主防犯パトロール隊が組織され、地域を自分たちで守
ろうとする見守りの目が広がったため、刑法犯少年の検挙・補導
人数は低水準で推移するなど、施策の成果が認められる。

⑤
・被害少年サポートネットワーク会議を開催し、加盟41機関・団体
の連携強化を図り、被害少年への連携した支援が図られた。


